
 

労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に基づく労使協定 

 

株式会社アプロ・ドットコム（以下「甲」という。）と社員代表 下村直道（以下「乙」

という。）は、労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に関し、次のとおり協定する。 

 

第 1条 本協定は、派遣先で薬剤師の業務に従事する従業員（以下「対象従業員」という。）

に適用する。  
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア

形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本

協定の適用を除外しないものとする。 

 

第 2条 対象従業員の賃金は、前払い退職金を組み入れた基本給、時間外労働手当、深夜・

休日労働手当、通勤手当とする。 

 

第 3 条 対象従業員の基本給、賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表 1の「1」に、対

象従業員が勤務する派遣先の就業地所在地に対応する別表 1の「2」の地域指数を乗

じたものに、前払い退職金上乗せ分を乗じたものとする。 

 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和 4年 8月 26日職

発 0826第 1号「令和 5年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律第 30条の 4第 1項第 2号イに定める「同種の業務に従事する

一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下「通達」という。）別添 2に

定める「124薬剤師」とする。 

 

（二）通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し実費支給とし、第 6 条のとおりと

する。 

 

（三）地域調整については、日本全国の就業地で派遣就業を行うことから、通達に定める

「地域指数」より「派遣先の就業地の都道府県の値」を用いるものとする。 

 

（四）退職金については、別表 1の「1」に対象従業員が勤務する派遣先の就業地所在地に

対応する別表 1 の「2」の地域指数を乗じたものに対して、6％の額を乗じた額を前

払い退職金とする。 

 

第 4 条 対象従業員の前払い退職金を組み入れた賃金は、次の各号に掲げる条件を満たし

た賃金の額とする。 

（１）別表 1の「1」の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額に、対象従

業員が勤務する派遣先の就業地所在地に対応する別表 1の「2」の地域指数を乗じた

ものと同額以上であること 

 



（２）甲は、対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験

の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務評価等に応じて決定

するものとする。また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場

合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとする。 

 

第 5 条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、甲の派遣社員就業規則第

27条に準じて、法律の定めに従って支給する。 

 

第 6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 

 

第 7条 賞与については、賃金に加味されているものとする。 

 

2 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は、勤務態度、派

遣先評価、勤続年数を元に公正な評価をし、その評価結果に基づき、賞与額を決定する。 

  ・Ａ評価：標準より優秀 

  ・Ｂ評価：標準 

  ・Ｃ評価：標準より物足りない 

 

第 8 条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇につい

ては正社員と同一とし、甲の派遣社員就業規則第 60条の規定を準用する。 

 

第 9条 労働者派遣法第 30条の 2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき

別途定める「アプロ・ドットコム社教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。 

 

第 10条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。 

 

第 11 条 本協定の有効期間は、2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの 1 年間とす

る。 

 

 

 2023年 3月 29日  

 

甲 株式会社アプロ・ドットコム 

 代表取締役社長 松本大輔 

 

 

乙 株式会社アプロ・ドットコム 

 社員代表 下村直道 

 

 

 



【別表1】　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（前払い退職金を組み入れた基本給及び賞与の関係）

1年 3年 5年
C B A

一般薬剤師（1人で調剤薬
局業務全般ができる）

中堅薬剤師（新入社員を指
導できる）

管理薬剤師（店舗の運営管
理に相当する業務ができ
る）

1 薬剤師 2,030 2,255 2,413

北海道 92.7% 1,995 2,217 2,372
青森 83.8% 1,805 2,004 2,145
岩手 86.7% 1,867 2,074 2,219
宮城 96.9% 2,087 2,318 2,480
秋田 86.2% 1,855 2,061 2,206
山形 89.1% 1,918 2,131 2,279
福島 92.8% 1,998 2,219 2,375
茨城 100.4% 2,162 2,401 2,569
栃木 98.9% 2,129 2,365 2,531
群馬 98.3% 2,116 2,351 2,515
埼玉 105.8% 2,277 2,530 2,707
千葉 105.7% 2,275 2,528 2,705
東京 114.3% 2,461 2,733 2,925
神奈川 109.4% 2,355 2,616 2,799
新潟 94.2% 2,028 2,253 2,411
富山 97.5% 2,099 2,331 2,495
石川 97.4% 2,097 2,329 2,493
福井 97.5% 2,099 2,331 2,495
山梨 98.6% 2,123 2,358 2,523
長野 97.7% 2,104 2,337 2,500
岐阜 100.2% 2,158 2,396 2,564
静岡 100.1% 2,155 2,394 2,561
愛知 105.4% 2,269 2,520 2,697
三重 98.7% 2,125 2,360 2,525
滋賀 98.7% 2,125 2,360 2,525
京都 101.4% 2,183 2,425 2,594
大阪 108.2% 2,329 2,587 2,768
兵庫 102.1% 2,198 2,442 2,612
奈良 101.2% 2,179 2,420 2,589
和歌山 93.1% 2,004 2,226 2,382
鳥取 89.3% 1,922 2,135 2,285
島根 87.5% 1,884 2,093 2,239
岡山 96.0% 2,066 2,295 2,457
広島 97.4% 2,097 2,329 2,493
山口 91.2% 1,964 2,181 2,334
徳島 91.1% 1,961 2,179 2,331
香川 95.6% 2,058 2,286 2,446
愛媛 90.4% 1,947 2,162 2,313
高知 88.0% 1,895 2,105 2,252
福岡 93.0% 2,002 2,224 2,380
佐賀 86.5% 1,862 2,069 2,214
長崎 84.8% 1,826 2,028 2,170
熊本 88.0% 1,895 2,105 2,252
大分 89.8% 1,933 2,147 2,298
宮崎 85.0% 1,830 2,033 2,176
鹿児島 86.8% 1,869 2,076 2,221
沖縄 85.2% 1,834 2,038 2,180

地域指数、
退職金（6%）
上乗せ後

2

等級

職務の内容

通達に定める賃金構造
基本統計調査
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